
令和４年人事委員会勧告等の概要 
 

令和４年10月12日 
東京都人事委員会 

 

１ ポイント 

〇 給料表は４年ぶりに引上げ改定、特別給は３年ぶりに引上げ 

例月給 

・公民較差（828円、0.20％）解消のため、給料表を引上げ改定 

・初任層の引上げに重点を置き、若年層について引上げ改定 

特別給（賞与） 

・年間支給月数を0.10月分（4.45月→4.55月）引上げ、勤勉手当に配分 

   

２ 職員と民間従業員の給与比較 

(1) 比較の方法 

・企業規模50人以上かつ事業所規模50人以上の都内10,918事業所を調査母集団とし、

そのうち1,233事業所を無作為抽出して調査 

（調査完了788事業所 調査実人員54,777人） 

＜例月給＞職員と民間従業員の４月分支給額を調査し、ラスパイレス方式により、主

な給与決定要素である役職、学歴、年齢を同じくする者同士の給与を対比

させ、職員の人員数のウエイトを用いて両者の給与水準を比較 

＜特別給＞民間従業員に対する直近１年間（昨年８月から本年７月まで）の賞与の支

給実績を調査し、職員と比較 

 (2) 比較の結果 

＜例月給＞                                （平均年齢 41.4歳） 

民 間 従 業 員 職 員 公 民 較 差 

404,852円 404,024円  828円（0.20％） 

（注）職員給与は、本年４月の行政職給料表（一）適用者（新卒採用職員を除く。）の給与 

＜特別給＞ 

民 間 支 給 割 合 職 員 支 給 月 数 差 

4.55月 4.45月 0.10月 

 

 



３ 給与の改定 

(1) 改定の考え方 

・民間従業員の給与が職員の給与を上回っていることから、給料表を引上げ改定 

  配分[給料689円、はね返り（地域手当など）139円] 

・特別給についても、民間の支給割合が職員の年間支給月数を上回るため引上げ 

(2) 改定の内容 

ア 給料表 

区 分 内 容 

行政職給料表（一） 

・公民較差の解消を図りつつ、人材確保等の観点から初任層

に重点を置き、若年層について引上げ  

≪平均改定率 0.2％≫ 

・初任給は、民間や国の初任給の状況を踏まえ引上げ 

Ⅰ類Ｂ ＋4,200円（183,700円→187,900円） 

Ⅱ類  ＋5,400円（157,100円→162,500円） 

Ⅲ類  ＋6,600円（145,600円→152,200円） 

※ その他の給料表については、行政職給料表（一）の改定内容を基本として改定  

※ 指定職給料表については、国家公務員との均衡を考慮して改定を行わない 

イ 特別給 

・民間の支給状況を踏まえ、年間支給月数を0.10月分引上げ 

（再任用職員は0.05月分引上げ） 

・引上げは勤勉手当で実施 

(3) 実施時期 

・給料表の改定は、令和４年４月に遡及して実施 

・特別給の引上げは、令和４年12月支給の期末・勤勉手当から実施 

 

４ 今後の課題 

(1) 職務給の更なる進展等 

・行政職給料表（一）１・２級の給与水準について、上位級とのバランスを考慮し

た昇給幅への是正の視点から、課題の解決に向けた適切な対応を引き続き検討 

(2) 能力・業績を反映した給与制度の更なる進展 

(3) 新たな給与制度の在り方についての検討 

・定年引上げ完成後、60歳前後での給与水準が連続的になるよう、新たな給与制度

の在り方について研究・検討 

・人事院における社会と公務の変化に応じた給与制度の整備の動向を注視し、必要

に応じて対応を検討 

 

  



５ 人事制度及び勤務環境等に関する報告（意見） 

・複雑化・高度化した課題に対応し、質の高い行政サービスを提供し続けるために

は、都庁が持ち得る多様な人材の能力を最大限発揮することが不可欠 

・人材獲得競争が激化する中において、働きたい職場として、多くの志ある人材に

「選ばれる都庁」へと進化していくことを期待 

(1) 多様な人材の確保・育成・活躍の推進 

ア 人材確保・育成に向けた取組 

・若年労働力人口の減少に伴い人材獲得競争は激化。公務部門全体で採用申込者数

が減少しており、都としても危機感を持って取り組んでいくことが必要 

・Ⅰ類Ａ採用試験については、Ⅰ類Ｂ採用試験とは別の試験区分として実施する必

要性を含め見直しが必要 

・採用試験に適性検査を導入することで、多様な人材がより一層チャレンジしやす

い試験となることが期待される。適性検査の有効性や、育成や研修など採用後の

人事管理の在り方についても検証した上で、拡大について検討する必要 

・主任級職選考については、若手や中堅職員の受験者のモチベーションを維持・向

上させる観点から、任命権者とともに早期に見直し 

・管理職選考については、受験率の低迷が長年の課題。昇任後における不安感や管

理職の働き方に対する抵抗感を払拭し、受験の負担を軽減するための取組を推進

するとともに、自らのキャリアデザインを描いていける環境の整備が必要 

・性別を問わず、管理職の働き方が魅力あるものと感じることのできる職場が、健

全な「選ばれる職場」であり、職員が都庁で昇任したいと思えるような勤務環境

を作り上げなければならない 

・「東京都デジタル人材確保・育成基本方針」に沿って、デジタル人材の確保・育

成が進められ、能力が十分に発揮されることを期待 

・人材育成や能力開発は、ＯＪＴ・Ｏｆｆ－ＪＴ両面から取り組むべき。国や民間

など多様な主体との交流も活発化させ、外部の知識やスキルを積極的に取り込ん

で職員の知見を向上させることが大切 

イ 誰もが活躍できる都庁の実現 

・様々な個性や事情が配慮され、全ての職員に活躍できる環境が公平に提供される、

ダイバーシティ（多様性）、エクイティ（公平性）、インクルージョン（包摂性）

が尊重された都庁を実現することが重要 

・「障害者活躍推進計画」に定めた取組を着実に推進し、障害を有する職員にとっ 

て働きやすい職場づくりが必要。障害を有する職員を受け入れる組織に対しても、

サポートする取組を強化していくべき 

・高齢層職員については、リスキリングを実施していくことが重要。定年の引上げ



に伴い適用される勤務条件などについて、丁寧な情報提供を行い、60歳以後の働

き方に関する意思について確認するなど、きめ細かな対応をされたい 

(2) 働き方改革と勤務環境の整備 

ア ライフ・ワーク・バランスの推進 

・不妊治療等に係る病気休暇及び介護休暇の見直しを図ったことについて、生活と

仕事の両立に資するものとして評価。制度の周知を図り、利用しやすい職場環境

を醸成していくことが重要 

・テレワークの推進については、ライフ・ワーク・バランスのみならず、業務プロ

セス変革やデジタル化の推進を通じた行動変容、非常時における業務継続の観点

からも重要。業務の性質や都民サービスの維持を考慮しつつ、常に運用の改善を

図っていく必要 

・職員の休暇・休業、手当等について、「東京都パートナーシップ宣誓制度」を利

用する職員にも適用できるよう改正したことは、これまでの本委員会が述べてき

た意見の趣旨に合致。制度の趣旨を踏まえた着実な運用を図ることが重要 

・昨年度の本庁における一人当たりの平均超過勤務時間数は４年連続の増加。感染

症対策の長期化を前提とした長時間労働の是正に係る対策を講じる必要 

・職員一人ひとりが、性別等によるアンコンシャス・バイアスの存在を自覚した上

で、意識を見直し、お互いを尊重し誰もが働きやすく能力が発揮できる職場風土

を醸成していく意識を持ち続けていくことが肝要 

・都は「育業」を育児休業の愛称として周知・活用。これらの取組を契機に、職員

の育児休業等取得の気運を高め、全ての任命権者において、育児休業等を取得し

やすい勤務環境の整備を一層推進すべき 

イ 職員の勤務環境の整備 

・ハラスメントの防止に関する基本方針の下、意識啓発や相談窓口などの体制整備

を実施。こうした取組を積み重ね、ハラスメントが行われることのない勤務環境

づくりに着実に取り組むことを望む 

・長時間労働の面接指導やメンタルヘルス対策など職員の適切な健康管理が必要。

都では、精神疾患を理由とする長期療養者数が増加傾向であり、ストレスチェッ 

クの活用など、特にセルフケア（職員自身の健康管理）が適切に実施できるよう、

引き続き支援をしていく必要 

(3) 公務員としての規律の徹底 

・全ての職員が高い倫理観と高潔な使命感の下、公共のために働くという責任と誇

りを持ち誠実かつ公正に職務に精励することを強く望む 

 

 
連絡先 東京都人事委員会 事務局 

任 用 公 平 部 任 用 給 与 課

電 話 0 3 ( 5 3 2 0 ) 6 9 4 1 ～ 3 


